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１．議事日程 

（令和６年第１回広島中央環境衛生組合議会定例会） 

 

令和６年３月２８日 午後３時  開会 

於広島中央エコパーク管理棟２階議場 

 

日程第  １ 会議録署名議員の指名 

日程第  ２ 会期の決定 

日程第  ３ 議案第１号 職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について 

日程第  ４ 議案第２号 職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について 

日程第  ５ 議案第３号 管理者等の広島中央環境衛生組合に対する損害賠償責任 

の一部免責に関する条例の制定について 

日程第  ６ 議案第４号 職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について 

日程第  ７ 議案第５号 広島中央環境衛生組合監査委員条例の一部改正について 

日程第  ８ 議案第６号 広島中央環境衛生組合事務分掌条例の一部改正について 

日程第  ９ 議案第７号 令和５年度広島中央環境衛生組合一般会計補正予算（第２号） 

日程第 １０ 議案第８号 令和６年度広島中央環境衛生組合一般会計予算 

日程第 １１ 議員派遣について   

 

２．出席議員（１２名） 

１番     山 田   学     ２番    原 田 栄 二 

３番     小 池 恵美子     ４番    堀 越 賢 二 

５番     大 川 弘 雄     ６番    水 橋 直 行 

７番     田 坂 武 文     ８番    玉 川 雅 彦 

９番     北 林 光 昭    １０番    牧 尾 良 二 

１１番     道 法 知 江    １２番    信 谷 俊 樹 

 

３．欠席議員（０名） 

         

４．説明のため出席した者 

管理者      髙 垣  德  副管理者     今 榮 敏 彦 

副管理者     谷 川 正 芳  副管理者     前 延 国 治 

会計管理者    貞 岩   諭  事務局長     大 歳 雅 司 

次長兼施設１課長 呉 田   浩  施設２課長    荒 谷 尚 輝   

施設３課長    岡 田 征 幸 

 

５．職務のため出席した者 

総務課課長補佐兼係長 田 安 英 男  総務課主査  坂 手 浩 二 
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総務課主査      寺 戸 尚 子  総務課主任  的 場 啓 太  
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…………………………………………………＊………………………………………………… 

（午後３時 開 議） 

○議長（牧尾良二議員） 

皆様、年度末のお忙しい中、御参集賜り、誠にありがとうございます。ただ

いまの出席議員は「１２」名であります。  

定足数に達しておりますので、これより、令和６年第１回広島中央環境衛生組

合議会定例会を開会いたします。  

 直ちに、本日の会議を開きます。  

本日の議事日程は、あらかじめ、お手元に配布のとおりであります。  

 お諮りします。  

 この際、説明員として、本会議に管理者並びに委任を受けた者の出席を求め、

あらかじめ議長において入場を許可しています。  

これにご異議ございませんか。  

〔「なし」との声あり〕  

ご異議なしと認めます。  

それでは、管理者から招集に当たり挨拶がありますので、これを許します。  

…………………………………………………＊………………………………………………… 

◎管理者（髙垣 德管理者）議長。 

○議長（牧尾良二議員）髙垣管理者。 

◎管理者（髙垣 德管理者）（登 壇） 

令和６年第１回組合議会定例会の開会にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。 

本日、令和６年第１回広島中央環境衛生組合議会定例会を招集いたしましたところ、議員の

皆様方には年度末で何かと御多用にも関わらず御参集を賜りまして、厚く御礼申し上げます。 

また、日頃は環境行政の推進に格別のお力添えをいただき、厚くお礼を申し上げます。 

 また、大崎上島町のストックヤードが、おかげをもちまして、完成を迎えることができまし

た。４月からは、この施設の機能を十分に活用して、資源の再利用を一層推進する、大崎上島

町民に喜ばれる施設となるよう努力してまいります。 

あわせて、広島中央エコパークをはじめとした既存の施設につきましても、安心・安全かつ

効率的な施設の管理・運営に努めてまいりますので、引き続き御指導、御協力賜りますよう、

お願い申し上げます。 

本日の定例会に提出いたしております議案は、「職員の自己啓発等休業に関する条例の制定

について」など計８件でございます。 

これらの案件につきましては、後ほど事務局から提案説明いたしますので、何卒慎重に御審

議の上、適切なる御決定を賜りますようお願い申し上げまして、開会の御挨拶とさせていただ

きます。 

○議長（牧尾良二議員）以上で管理者の挨拶を終わります。 

この際、諸般の報告を行います。  

監査委員から例月出納検査の結果報告がありました。その写しを電子文書にて配布しており

ますので、御覧いただきたいと思います。 

以上で諸般の報告を終わります。  
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…………………………………………………＊………………………………………………… 

○議長（牧尾良二議員）それではこれより、日程に入ります。 

日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。  

本日の会議録署名議員は、議長において、３番 小池恵美子 議員、４番堀越賢二議員を指名

いたします。 

…………………………………………………＊………………………………………………… 

○議長（牧尾良二議員）日程第２、「会期の決定」の件を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本定例会の会期は、本日１日限りとしたいと思います。 

これに、御異議ありませんか。 

〔「なし」との声あり〕 

御異議なしと認めます。 

よって会期は、本日１日限りと決定いたしました。 

…………………………………………………＊………………………………………………… 

○議長（牧尾良二議員）日程第３、議案第１号「職員の自己啓発等休業に関する条例の制定

について」の件を議題といたします。  

提案者の説明を求めます。 

◎事務局長（大歳雅司事務局長）議長、事務局長大歳。 

○議長（牧尾良二議員）大歳事務局長。 

◎事務局長（大歳雅司事務局長）（登 壇） 

ただ今議題となりました、議案第１号「職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について」

ご説明申し上げます。 

提出議案説明書の１ページをお願いいたします。 

本案は、地方公務員法に規定されている「自己啓発等休業制度」を導入し、職員の自発的な大

学等の課程の履修による自己啓発 または国際貢献活動を通じてその資質の向上を図ることに

伴い、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めようとするものでございます。 

条例の内容でございますが、職員の自己啓発等休業に関する事項につきましては、法令又は他

の条例に特別の定めがある場合を除くほか、東広島市の「職員の自己啓発等休業に関する条例」

の例によるものとしております。 

(1)自己啓発等休業の承認につきましては、任命権者は、職員としての在職期間が２年以上で

ある職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ当該職員の公務に関する能

力の向上に資すると認めるときは、大学等課程の履修 または国際貢献活動のための休業をする

ことを承認することができることとし、 

(2)自己啓発等休業の期間につきましては、大学等課程の履修のための休業にあっては２年、

国際貢献活動のための休業にあっては３年とするものでございます。 

(3)自己啓発等休業の対象となる教育施設としましては、アからウまでに掲げております施設

としております。 

２ページをお願いします。 

(4)自己啓発等休業の対象となる奉仕活動としまして、ア及びイに掲げております奉仕活動と

するものでございます。 
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(5)及び(6)は、自己啓発等休業の承認の申請及び期間の延長の手続きを定めております。 

次に、(7)自己啓発等休業の承認の取消しにつきましては、休業をしている職員がア及びイに掲

げるときは、自己啓発等休業の承認を取り消すことといたします。 

３ページをお願いします。 

(8)報告等につきましては、ア、休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、

大学等課程の履修 または国際貢献活動を取りやめた場合等には、任命権者に報告しなければな

らないこととし、またイ、任命権者は、休業をしている職員と定期的に連絡を 

とることにより、十分な意思疎通を図ることといたします。 

(9)職務復帰後における号給の調整につきましては、休業した職員が職務に復帰した場合にお

ける当該職員の号給は、他の職員との均衡上必要と認められる範囲において、必要な調整を行

うことができるものとしております。 

３、この条例は、令和６年４月１日から施行するものでございます。 

議案第１号の説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（牧尾良二議員）説明が終わりました。 

本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（牧尾良二議員）質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（牧尾良二議員）次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（牧尾良二議員）これにて討論を終結いたします。 

これより採決いたします。 

議案第１号、「職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について」は、原案のとおり決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（牧尾良二議員）挙手全員であります。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

…………………………………………………＊………………………………………………… 

○議長（牧尾良二議員）日程第４、議案第２号「職員の配偶者同行休業に関する条例の制定に

ついて」の件を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

◎事務局長（大歳雅司事務局長）議長、事務局長大歳。 

○議長（牧尾良二議員）大歳事務局長。 

◎事務局長（大歳雅司事務局長）（登 壇） 

ただ今議題となりました、議案第２号「職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について」

ご説明申し上げます。 

提出議案説明書の８ページをお願いいたします。 
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本案は、有為な職員の継続的な勤務を促進することを目的として、地方公務員法に規定され

ている、配偶者同行休業制度を導入し、その実施に関し必要な事項を定めようとするものでご

ざいます。 

２の条例の内容でございますが、職員の配偶者同行休業に関する事項につきましては、法令

又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、東広島市の｢職員の配偶者同行休業に関する

条例」の例によるものとしております。 

(1)配偶者同行休業の承認といたしましては、任命権者は、職員がアからウまでに掲げる事由

により、外国に住所または居所を定めて滞在するその配偶者と生活をともにするため、休業す

ることを申請した職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、これを承認することができる

こととしております。 

(2)の配偶者同行休業の期間は、３年を超えない範囲内の期間としております。 

(3)から９ページの(5)までは休業の申請等の手続きで、配偶者同行休業の承認の申請並びに

期間の延長及び再度の期間の延長の手続を定めております。 

(6)の配偶者同行休業の承認の取消事由でございますが、アからウまでに掲げる事由に該当し

た場合には、休業の承認を取り消すこととしております。 

(7)届出といたしまして、配偶者同行休業をしている職員は、配偶者の死亡その他一定の事由

が生じた場合は、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならないこととしております。 

(8)の任期付採用及び臨時的任用といたしまして、任命権者は、配偶者同行休業又はその期間

の延長の承認の申請をした職員の業務を処理するため、任期付採用又は臨時的任用を行うこと

ができることとしております。 

(9)職務復帰後における号給の調整でございます。配偶者同行休業をした職員が職務に復帰し

た場合における当該職員の号給は、他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において必要

な調整を行うことができることとしております。 

３、この条例は、令和６年４月１日から施行するものでございます。 

議案第２号の説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（牧尾良二議員）説明が終わりました。 

本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（牧尾良二議員）質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（牧尾良二議員）次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（牧尾良二議員）これにて討論を終結します。 

これより採決いたします。 

議案第２号、「職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について」は、原案のとおり決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 
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○議長（牧尾良二議員）挙手全員であります。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

…………………………………………………＊………………………………………………… 

○議長（牧尾良二議員）日程第５、議案第３号「管理者等の広島中央環境衛生組合に対する損

害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について」の件を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

◎事務局長（大歳雅司事務局長）議長、事務局長大歳。 

○議長（牧尾良二議員）大歳事務局長。 

◎事務局長（大歳雅司事務局長）（登 壇） 

ただ今議題となりました、議案第３号「管理者等の広島中央環境衛生組合に対する損害賠償

責任の一部免責に関する条例の制定について」ご説明申し上げます。 

提出議案説明書の１５ページをお願いいたします。 

本案は、地方自治法に規定されている、管理者等が組合に対して損害賠償の責任を負う場合

における、その一部の免責について必要な事項を定めようとするものでございます。 

２の条例の内容でございます。 管理者等の当組合に対する損害を賠償する責任の一部を免責

することに関する事項につきましては、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、

東広島市の｢市長等の東広島市に対する損害賠償責任の一部免責に関する条例」の例によるもの

としております。 

具体的には、管理者等が組合に対して損害賠償の責任を負う場合において、管理者等がその

職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、管理者等は、その賠償の責任を負う

額から１会計年度の給与等の額に①から③までの区分に応じて定める数を乗じて得た額を控除

して得た額について、その責任を免れることとしております。 

 ３の施行期日等でございます。この条例は、令和６年４月１日から施行することとし、経過

措置としまして、管理者等による施行の日以後の行為に基づく組合に対する損害賠償の責任に

ついて適用するものでございます。 

議案第３号の説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（牧尾良二議員）説明が終わりました。 

 なお、地方自治法の規定により、本条例の制定に当たっては監査委員の意見を聞くことにな

っており、意見照会の結果、本条例の制定について、「異議はない。」との合議による意見が

提出されたところでもあります。 
本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（牧尾良二議員）質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（牧尾良二議員）次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（牧尾良二議員）これにて討論を終結いたします。 
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議案第１号「職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について」は、原案のとおり決

することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（牧尾良二議員）挙手多数であります。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

…………………………………………………＊………………………………………………… 

○議長（牧尾良二議員）日程第６、議案第４号「職員の高齢者部分休業に関する条例の制定

について」の件を議題といたします。  

提案者の説明を求めます。 

◎事務局長（大歳雅司事務局長）議長、事務局長大歳。 

○議長（牧尾良二議員）大歳事務局長。 

◎事務局長（大歳雅司事務局長）（登 壇） 

ただ今 議題となりました、議案第４号「職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について」

ご説明申し上げます。 

提出議案説明書の１８ページをお願いいたします。 

本案は、高齢期の職員の多様な働き方を可能とすることを目的に、地方公務員法に規定され

ている高齢者部分休業を導入し、その実施に関し必要な事項を定めようとするものでございま

す。 

２の条例の内容でございますが、職員の高齢者部分休業に関する事項につきましては、法令

又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、東広島市の｢職員の高齢者部分休業に関する

条例」の例によるものとしております。 

(1)の高齢者部分休業の承認について、任命権者は５５歳に達した職員が５５歳に達した日の

属する年度の翌年度の４月１日から、１週間の勤務時間の一部について勤務しないことを申請

した場合、１週間当たりの通常の勤務時間の２分の１を超えない範囲内で、１５分を単位とし

て休業を承認することができるようにするものでございます。 

(2)の高齢者部分休業取得中の給与について、高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合

には、その勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給与額を減額するものでございます。 

(3)の承認の取消し又は休業時間の短縮について、任命権者は、高齢者部分休業している職員

の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となり、当該職員の同意を得たときは、

休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮することができるようにするものでございます。 

次に、(4)の休業時間の延長について、任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から、

休業時間の延長の申請があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、休業時間の延

長を承認することができるようにするものでございます。 

１９ページをお願いします。 

この条例は、令和６年４月１日から施行するものでございます。 

議案第４号の説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（牧尾良二議員）説明が終わりました。 

本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」との声あり〕 
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○議長（牧尾良二議員）質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（牧尾良二議員）次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（牧尾良二議員）これにて討論を終結します。 

これより採決いたします。 

議案第４号、「職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について」は、原案のとお

り決することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（牧尾良二議員）挙手全員であります。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

…………………………………………………＊………………………………………………… 

○議長（牧尾良二議員）日程第７、議案第５号「広島中央環境衛生組合監査委員条例の一部

改正について」の件を議題といたします。  

提案者の説明を求めます。 

◎事務局長（大歳雅司事務局長）議長、事務局長大歳。 

○議長（牧尾良二議員）大歳事務局長。 

◎事務局長（大歳雅司事務局長）（登 壇） 

ただ今 議題となりました、議案第５号「広島中央環境衛生組合監査委員条例の一部改正につ

いて」ご説明申し上げます。 

提出議案説明書の２２ページをお願いいたします。 

本案は、地方自治法の一部改正に伴い、条例において引用している同法の条項の整理を行お

うとするものでございます。 

施行期日は、令和６年４月１日でございます。 

議案第５号の説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（牧尾良二議員）説明が終わりました。 

本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（牧尾良二議員）質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（牧尾良二議員）次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（牧尾良二議員）これにて討論を終結します。 

これより採決いたします。 

議案第５号、「広島中央環境衛生組合監査委員条例の一部改正について」は、原案の



- 10 - 

とおり決することに賛成の方の挙手を求めます。  

〔賛成者挙手〕 

○議長（牧尾良二議員）挙手全員であります。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

…………………………………………………＊………………………………………………… 

○議長（牧尾良二議員）日程第８、議案第６号「広島中央環境衛生組合事務分掌条例の一部

改正について」の件を議題といたします。 
提案者の説明を求めます。 

◎事務局長（大歳雅司事務局長）議長、事務局長大歳。 

○議長（牧尾良二議員）大歳事務局長。 

◎事務局長（大歳雅司事務局長）（登 壇） 

ただ今議題となりました、議案第６号「広島中央環境衛生組合事務分掌条例の一部改正につ

いて」ご説明申し上げます。 

提出議案説明書の２３ページをお願いいたします。 

本案は、大崎上島町の新たなごみ中継施設等の整備完了に伴い、所要の規定の整理を行おう

とするものでございます。 

改正の内容でございますが、施設３課の分掌事務から「大崎上島町の区域内に新たに整備す

るごみ中継施設等に関する事項」を削除するものでございます。施行期日は、令和６年４月１

日でございます。 

議案第６号の説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（牧尾良二議員）説明が終わりました。 

本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（牧尾良二議員）質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（牧尾良二議員）次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（牧尾良二議員）これにて討論を終結します。 

これより採決いたします。 

議案第６号、「広島中央環境衛生組合事務分掌条例の一部改正について」は、原案の

とおり決することに賛成の方の挙手を求めます。  

〔賛成者挙手〕 

○議長（牧尾良二議員）挙手全員であります。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

…………………………………………………＊………………………………………………… 

○議長（牧尾良二議員）日程第９、議案第７号「令和５年度広島中央環境衛生組合一般会計

補正予算（第２号）」の件を議題といたします。 
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提案者の説明を求めます。 

◎事務局長（大歳雅司事務局長）議長、事務局長大歳。 

○議長（牧尾良二議員）大歳事務局長。 

◎事務局長（大歳雅司事務局長）（登 壇） 

ただ今議題となりました 議案第７号「令和５年度広島中央環境衛生組合一般会計補正予算第

２号」について､ご説明申し上げます。 

「令和５年度広島中央環境衛生組合補正予算書」の１ページをお願いします。 

第１条で、予算の総額から歳入歳出それぞれ２億５,６５１万円を減額し、補正後の総額を３

１億７,１７４万４千円とし、第２条で、地方債の変更をするものでございます。 

 ２ページの「第１表」をお願いいたします。「歳入歳出予算補正」の上段の表、歳入でござ

います。 

「１款１項負担金」は、諸収入の増額及び歳出予算の減額により、補正前の額から１億３,

７４３万１千円減額し、２６億２,５０６万２千円に、「３款１項国庫補助金」は、賀茂環境衛

生センター解体工事に伴う循環型社会形成推進交付金で、補正前の額から４,６５２万５千円減

額し、２億６,３３６万３千円に、「５款１項雑入」は、賀茂環境センターで再資源化している

金属類等の有価物売払い収入の増により、補正前の額に８５４万１千円増額し、６,６０９万３

千円に、「６款１項組合債」は、賀茂環境衛生センター解体工事に伴う借入れで、補正前の額

から８,１７０万円減額し、２億１,４５０万円とするものでございます。 

「７款１項財産売払収入」は、車両の売払いにより、６０万５千円を追加するものでござい

ます。 

次に、下段の表、「歳出」でございます。 

「１款１項議会費」は、不用額を整理するもので、補正前の額から７５万円減額し、１５１

万６千円に、「２款１項総務管理費」は、不用額を整理する一方で、内部情報系システムを導

入するため、補正前の額から１,９８９万７千円増額し、１億１,７８２万４千円に、「３款１

項清掃費」は、諸事業に係る不用額を整理するもので、補正前の額から２億６,８７７万７千円

減額し、２７億８,１９８万６千円に、「４款１項公債費」は、借入利子の確定により、補正前

の額から６８８万円減額し、２億６,８８６万７千円とするものでございます。 

３ページ・４ページをお願いします。 

第２表地方債補正でございますが、賀茂環境衛生センター解体工事に係る借入れの限度額 

２億９,６２０万円を２億１,４５０万円に変更するものでございます。 

議案第７号の説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（牧尾良二議員）説明が終わりました。 

本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（牧尾良二議員）質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（牧尾良二議員）次に、賛成討論の発言を許します。 
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〔「なし」との声あり〕 

○議長（牧尾良二議員）これにて討論を終結します。 

これより採決いたします。 

議案第７号、「令和５年度広島中央環境衛生組合一般会計補正予算（第２号）」は、原

案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（牧尾良二議員）挙手全員であります。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

…………………………………………………＊………………………………………………… 

○議長（牧尾良二議員）日程第１０、議案第８号「令和６年度広島中央環境衛生組合一般会

計予算」の件を議題といたします。  

提案者の説明を求めます。 

◎事務局長（大歳雅司事務局長）議長、事務局長大歳。 

○議長（牧尾良二議員）大歳事務局長。 

◎事務局長（大歳雅司事務局長）（登 壇） 

ただ今議題となりました、議案第８号「令和６年度広島中央環境衛生組合一般会計予算」に

ついて、ご説明申し上げます。 

「令和６年度広島中央環境衛生組合予算書」の１ページをお願いいたします。 

第１条「歳入歳出予算」でございますが、予算の総額をそれぞれ４１億６,７３９万２千円と

し、第２条「債務負担行為」について「第２表」により、第３条「地方債」を「第３表」によ

り、第４条「一時借入金」の最高額を６億５,５３０万１千円と、それぞれ定めるものでござい

ます。 

２ページの「第１表」をお願いいたします。「歳入歳出予算」につきましては、後ほど「予

算に関する説明書」にて、ご説明いたします。 

３ページの第２表「債務負担行為」でございます。６件の債務負担行為は、毎年度設定して

いるもので、期間と限度額を定めております。 

４ページの第３表「地方債」でございます。賀茂環境衛生センター解体工事に係る借入で、

限度額は５億６,０１０万円で、起債の方法、利率及び償還の方法を定めております。 

続きまして、「令和６年度予算に関する説明書」の４ページ・５ページをお願いいたします。 

２歳入でございます。「１款１項負担金」は、１目から５目まで、負担金条例に定めた割合

に基づいて構成市町に負担いただいているもので、構成市町別の負担額は右側の説明欄のとお

りでございます。 

６ページ・７ページをお願いします。 

「２款１項１目衛生使用料」は、各施設の使用料でございます。「３款１項１目衛生費国庫

補助金」は、循環型社会形成推進交付金で、賀茂環境衛生センターの解体に係るものでござい

ます。「４款１項１目物品売払収入」は、工事作業機器の売却収入でございます。 

８ページ・９ページをお願いいたします。 

「６款１項１目雑入」は、有価物売払収入が主なものでございます。「７款１項１目衛生債」

は、賀茂環境衛生センターの解体に係る借入れでございます。 

１０ページ・１１ページをお願いします。「３歳出」でございます。 
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「１款１項１目議会費」は、議員１２人の報酬及び議会活動に要する経費でございます。 

１２ページ・１３ページをお願いします。 

「２款１項１目一般管理費」は、「職員給与」「総務一般事務」「地域計画等作成事務」の

３事業を計上しており、各種システムの運用に要する費用や、その他の事務経費でございます。 

１４ページ・１５ページをお願いします。 

「２款２項１目監査委員費」は、監査委員３人の報酬及び費用弁償など、監査活動に要する

経費でございます。 

１６ページ・１７ページをお願いします。 

「３款１項１目賀茂環境衛生センター費」は「職員給与」のほか、「賀茂環境衛生センター

維持管理事業」「廃棄物処理施設周辺地域振興事業」に係る予算を計上しております。 

「２目賀茂環境センター費」は、「職員給与」のほか「不燃ごみ処理施設維持管理事業」「最

終処分場維持管理事業」「ペットボトル等処理施設維持管理事業」に係る予算を計上しており

ます。 

１８ページ・１９ページをお願いします。 

「３目安芸津クリーンセンター費」及び「４目竹原安芸津環境センター費」は、廃止した施

設の管理を行う予算を計上しております。 

「５目竹原安芸津最終処分場費」は、職員給与のほか、浸出水処理施設及び埋立地の管理に

係る予算と「竹原市不燃ごみ等処理事業」に係る予算を計上しております。  

２０ページ・２１ページをお願いいたします。 

「６目竹原クリーンセンター費」は、廃止した施設の管理を行う予算を計上しております。  

「７目大崎上島環境センター費」は、「職員給与」のほか、大崎上島町内から搬入される可

燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、有害ごみ等の適正処理に要する予算を計上しております。 

２２ページ・２３ページをお願いします。 

「８目大崎上島クリーンセンター費」は「し尿処理施設維持管理事業」に係る予算を計上し

ております。 

「９目広島中央エコパーク建設費」は「広島中央エコパーク周辺地域振興事業」に係る予算

を計上しております。 

「１０目広島中央エコパーク管理運営費」は、「職員給与」のほか「高効率ごみ発電施設管

理運営事業」「汚泥再生処理センター管理運営事業」「広島中央エコパーク管理運営事業」に

係る予算を計上しており、広島中央エコパークの施設運営に要する経費でございます。 

２６ページ・２７ページをお願いします。 

「４款１項１目元金」は「長期借入金元金償還金」で、広島中央エコパーク建設費に係る償

還の増でございます。 

「２目利子」は、「長期借入金利子」及び「一時借入金利子」でございます。 

２８ページ・２９ページをお願いします。 

「５款１項１目予備費」は、例年と同額を計上しております。 

議案第８号の説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（牧尾良二議員）説明が終わりました。 

本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 
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〔「なし」との声あり〕 

○議長（牧尾良二議員）質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（牧尾良二議員）次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（牧尾良二議員）これにて討論を終結します。 

これより採決いたします。 

議案第８号、「令和６年度広島中央環境衛生組合一般会計予算」は、原案のとおり決

することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（牧尾良二議員）挙手全員であります。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

…………………………………………………＊………………………………………………… 

○議長（牧尾良二議員）日程第１１、「議員派遣について」を議題といたします。  

 お諮りいたします。議員派遣については、広島中央環境衛生組合議会会議規

則第９８条の規定により、別紙のとおり、決定いたしたいと思います。これに

御異議ありませんか。  

〔「なし」との声あり〕  

御異議なしと認めます。  

よって、「議員派遣について」は、別紙のとおり決定いたしました。  

 なお、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定いたしますので、

御了承願います。  

…………………………………………………＊………………………………………………… 

○議長（牧尾良二議員）以上をもちまして、本定例会に付議された案件の審議は、全て終了い

たしました。この際、髙垣管理者から、閉会に当たり挨拶がありますので、これを許します。 

◎管理者（髙垣 德管理者）議長。 

○議長（牧尾良二議員）髙垣管理者。 

◎管理者（髙垣 德管理者）（登 壇） 

令和６年第１回広島中央環境衛生組合議会定例会の閉会にあたりまして、一言御挨拶を申し

上げます。 

議員の皆様方には、提案いたしました議案につきまして、慎重な御審議と、適切なる御議決

を賜りましたことに、心より厚く御礼申し上げます。 

皆様のお力をお借りしながら、今後も、より効果的な事業推進に全力を傾注してまいりたい

と考えておりますので、一層の御理解と御支援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

最後に、議員の皆様方におかれましては、寒暖の差が激しい時節柄くれぐれも御自愛いただ

きますよう、お祈り申し上げまして、閉会に当たっての御挨拶とさせていただきます。 

本日は、誠にありがとうございました。 

○議長（牧尾良二議員）挨拶が終わりました。 
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 それではこれにて、令和６年第 1回広島中央環境衛生組合議会定例会を閉会いたします。皆

様大変お疲れ様でした。 

（午後３時４１分 閉 会） 

…………………………………………………＊………………………………………………… 
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以上のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、地方自治法第２９２

条において準用する同法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

広島中央環境衛生組合議会議長       牧尾 良二  

 

 

会 議 録 署 名 議 員       小池 恵美子 

 

 

会 議 録 署 名 議 員       堀越 賢二  


